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別表第一別表第一別表第一別表第一別表第一別表第一別表第一

（注）延べ面積は建築基準法による表記（注）延べ面積は建築基準法による表記（注）延べ面積は建築基準法による表記（注）延べ面積は建築基準法による表記（注）延べ面積は建築基準法による表記（注）延べ面積は建築基準法による表記（注）延べ面積は建築基準法による表記

使用制限使用制限使用制限使用制限使用制限使用制限使用制限

Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。

ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有

クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤としクロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤としクロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤としクロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤としクロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤としクロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤としクロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤とし

加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。
(防腐処理、防蟻処理等)(防腐処理、防蟻処理等)(防腐処理、防蟻処理等)(防腐処理、防蟻処理等)(防腐処理、防蟻処理等)(防腐処理、防蟻処理等)(防腐処理、防蟻処理等)

1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有

  してないものとする。  してないものとする。  してないものとする。  してないものとする。  してないものとする。  してないものとする。  してないものとする。

室内空気汚染室内空気汚染室内空気汚染室内空気汚染室内空気汚染室内空気汚染室内空気汚染
(揮発性有機化合物)対策(揮発性有機化合物)対策(揮発性有機化合物)対策(揮発性有機化合物)対策(揮発性有機化合物)対策(揮発性有機化合物)対策(揮発性有機化合物)対策

(①②③④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合は(①②③④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合は(①②③④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合は(①②③④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合は(①②③④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合は(①②③④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合は(①②③④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合は

Ｆ☆☆☆又は同等品を使用する。）Ｆ☆☆☆又は同等品を使用する。）Ｆ☆☆☆又は同等品を使用する。）Ｆ☆☆☆又は同等品を使用する。）Ｆ☆☆☆又は同等品を使用する。）Ｆ☆☆☆又は同等品を使用する。）Ｆ☆☆☆又は同等品を使用する。）

ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ－ｎ－ブチル，ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ－ｎ－ブチル，ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ－ｎ－ブチル，ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ－ｎ－ブチル，ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ－ｎ－ブチル，ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ－ｎ－ブチル，ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ－ｎ－ブチル，

フタル酸ジ-２-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分についてフタル酸ジ-２-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分についてフタル酸ジ-２-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分についてフタル酸ジ-２-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分についてフタル酸ジ-２-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分についてフタル酸ジ-２-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分についてフタル酸ジ-２-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分について

一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。

④　内装用接着剤,木工事用接着剤④　内装用接着剤,木工事用接着剤④　内装用接着剤,木工事用接着剤④　内装用接着剤,木工事用接着剤④　内装用接着剤,木工事用接着剤④　内装用接着剤,木工事用接着剤④　内装用接着剤,木工事用接着剤

　　配管用接着剤,接合剤　　配管用接着剤,接合剤　　配管用接着剤,接合剤　　配管用接着剤,接合剤　　配管用接着剤,接合剤　　配管用接着剤,接合剤　　配管用接着剤,接合剤

③　木材保存剤③　木材保存剤③　木材保存剤③　木材保存剤③　木材保存剤③　木材保存剤③　木材保存剤

②　塗料②　塗料②　塗料②　塗料②　塗料②　塗料②　塗料

①　合板,木質系フローリング①　合板,木質系フローリング①　合板,木質系フローリング①　合板,木質系フローリング①　合板,木質系フローリング①　合板,木質系フローリング①　合板,木質系フローリング

　　構造用パネル,集成材　　構造用パネル,集成材　　構造用パネル,集成材　　構造用パネル,集成材　　構造用パネル,集成材　　構造用パネル,集成材　　構造用パネル,集成材

　　単板積層材,ＭＤＦ　　単板積層材,ＭＤＦ　　単板積層材,ＭＤＦ　　単板積層材,ＭＤＦ　　単板積層材,ＭＤＦ　　単板積層材,ＭＤＦ　　単板積層材,ＭＤＦ

　　パーティクルボード,ユリア樹脂板　　パーティクルボード,ユリア樹脂板　　パーティクルボード,ユリア樹脂板　　パーティクルボード,ユリア樹脂板　　パーティクルボード,ユリア樹脂板　　パーティクルボード,ユリア樹脂板　　パーティクルボード,ユリア樹脂板

　　壁紙,緩衝材,断熱材　　壁紙,緩衝材,断熱材　　壁紙,緩衝材,断熱材　　壁紙,緩衝材,断熱材　　壁紙,緩衝材,断熱材　　壁紙,緩衝材,断熱材　　壁紙,緩衝材,断熱材

　　保温材,仕上げ塗材　　保温材,仕上げ塗材　　保温材,仕上げ塗材　　保温材,仕上げ塗材　　保温材,仕上げ塗材　　保温材,仕上げ塗材　　保温材,仕上げ塗材

⑤　家具、書架、実験台、什器⑤　家具、書架、実験台、什器⑤　家具、書架、実験台、什器⑤　家具、書架、実験台、什器⑤　家具、書架、実験台、什器⑤　家具、書架、実験台、什器⑤　家具、書架、実験台、什器

　　洗面化粧台、流し台　　洗面化粧台、流し台　　洗面化粧台、流し台　　洗面化粧台、流し台　　洗面化粧台、流し台　　洗面化粧台、流し台　　洗面化粧台、流し台

対象建築材料等対象建築材料等対象建築材料等対象建築材料等対象建築材料等対象建築材料等対象建築材料等

　室内に関わる材料（上記①～④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、　室内に関わる材料（上記①～④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、　室内に関わる材料（上記①～④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、　室内に関わる材料（上記①～④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、　室内に関わる材料（上記①～④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、　室内に関わる材料（上記①～④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、　室内に関わる材料（上記①～④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、

2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使

  用しているものとする。  用しているものとする。  用しているものとする。  用しているものとする。  用しているものとする。  用しているものとする。  用しているものとする。

していない水性系のものとする｡していない水性系のものとする｡していない水性系のものとする｡していない水性系のものとする｡していない水性系のものとする｡していない水性系のものとする｡していない水性系のものとする｡

項　　　　　目項　　　　　目項　　　　　目項　　　　　目項　　　　　目項　　　　　目項　　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項

工事用電力,水,その他工事用電力,水,その他工事用電力,水,その他工事用電力,水,その他工事用電力,水,その他工事用電力,水,その他工事用電力,水,その他

設備機材等指定表による。設備機材等指定表による。設備機材等指定表による。設備機材等指定表による。設備機材等指定表による。設備機材等指定表による。設備機材等指定表による。

本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。

官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

1111111

2222222

機材機材機材機材機材機材機材

ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）

　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）

避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯

廊下通路誘導灯廊下通路誘導灯廊下通路誘導灯廊下通路誘導灯廊下通路誘導灯廊下通路誘導灯廊下通路誘導灯

ｺﾝｾﾝﾄ､電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）ｺﾝｾﾝﾄ､電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）ｺﾝｾﾝﾄ､電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）ｺﾝｾﾝﾄ､電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）ｺﾝｾﾝﾄ､電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）ｺﾝｾﾝﾄ､電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）ｺﾝｾﾝﾄ､電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

　　 　　　　〃　　　　　　（和室）　　 　　　　〃　　　　　　（和室）　　 　　　　〃　　　　　　（和室）　　 　　　　〃　　　　　　（和室）　　 　　　　〃　　　　　　（和室）　　 　　　　〃　　　　　　（和室）　　 　　　　〃　　　　　　（和室）

　　 　　　　〃　　　　　　（台上）　　 　　　　〃　　　　　　（台上）　　 　　　　〃　　　　　　（台上）　　 　　　　〃　　　　　　（台上）　　 　　　　〃　　　　　　（台上）　　 　　　　〃　　　　　　（台上）　　 　　　　〃　　　　　　（台上）

スイッチ（一般）、アッテネータスイッチ（一般）、アッテネータスイッチ（一般）、アッテネータスイッチ（一般）、アッテネータスイッチ（一般）、アッテネータスイッチ（一般）、アッテネータスイッチ（一般）、アッテネータ

ｽｲｯﾁ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身体障害者用）ｽｲｯﾁ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身体障害者用）ｽｲｯﾁ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身体障害者用）ｽｲｯﾁ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身体障害者用）ｽｲｯﾁ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身体障害者用）ｽｲｯﾁ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身体障害者用）ｽｲｯﾁ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身体障害者用）

　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称

開閉器箱、中間端子盤（EPS、電気室）開閉器箱、中間端子盤（EPS、電気室）開閉器箱、中間端子盤（EPS、電気室）開閉器箱、中間端子盤（EPS、電気室）開閉器箱、中間端子盤（EPS、電気室）開閉器箱、中間端子盤（EPS、電気室）開閉器箱、中間端子盤（EPS、電気室）

インターホン、副受信機インターホン、副受信機インターホン、副受信機インターホン、副受信機インターホン、副受信機インターホン、副受信機インターホン、副受信機

分電盤、制御盤、親時計分電盤、制御盤、親時計分電盤、制御盤、親時計分電盤、制御盤、親時計分電盤、制御盤、親時計分電盤、制御盤、親時計分電盤、制御盤、親時計

台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端

床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端

鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心

〃〃〃〃〃〃〃

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点

〃〃〃〃〃〃〃

2,1002,1002,1002,1002,1002,1002,100

2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,500

150150150150150150150

1,500以上1,500以上1,500以上1,500以上1,500以上1,500以上1,500以上

1,000以下1,000以下1,000以下1,000以下1,000以下1,000以下1,000以下

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100

300300300300300300300

150150150150150150150

150150150150150150150

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)

接地極埋設標接地極埋設標接地極埋設標接地極埋設標接地極埋設標接地極埋設標接地極埋設標

室内端子盤（廊下、室内）室内端子盤（廊下、室内）室内端子盤（廊下、室内）室内端子盤（廊下、室内）室内端子盤（廊下、室内）室内端子盤（廊下、室内）室内端子盤（廊下、室内）

接地用端子箱接地用端子箱接地用端子箱接地用端子箱接地用端子箱接地用端子箱接地用端子箱

避雷接地用端子箱避雷接地用端子箱避雷接地用端子箱避雷接地用端子箱避雷接地用端子箱避雷接地用端子箱避雷接地用端子箱

子時計、スピーカ子時計、スピーカ子時計、スピーカ子時計、スピーカ子時計、スピーカ子時計、スピーカ子時計、スピーカ

呼出ボタン（身体障害者用）呼出ボタン（身体障害者用）呼出ボタン（身体障害者用）呼出ボタン（身体障害者用）呼出ボタン（身体障害者用）呼出ボタン（身体障害者用）呼出ボタン（身体障害者用）

廊下表示灯（ 　　〃　 　）廊下表示灯（ 　　〃　 　）廊下表示灯（ 　　〃　 　）廊下表示灯（ 　　〃　 　）廊下表示灯（ 　　〃　 　）廊下表示灯（ 　　〃　 　）廊下表示灯（ 　　〃　 　）

火報受信機（複合盤）火報受信機（複合盤）火報受信機（複合盤）火報受信機（複合盤）火報受信機（複合盤）火報受信機（複合盤）火報受信機（複合盤）

復帰ボタン（ 　　〃　 　）復帰ボタン（ 　　〃　 　）復帰ボタン（ 　　〃　 　）復帰ボタン（ 　　〃　 　）復帰ボタン（ 　　〃　 　）復帰ボタン（ 　　〃　 　）復帰ボタン（ 　　〃　 　）

テレビ機器収容箱テレビ機器収容箱テレビ機器収容箱テレビ機器収容箱テレビ機器収容箱テレビ機器収容箱テレビ機器収容箱

火報総合盤火報総合盤火報総合盤火報総合盤火報総合盤火報総合盤火報総合盤

コンセント（車庫）コンセント（車庫）コンセント（車庫）コンセント（車庫）コンセント（車庫）コンセント（車庫）コンセント（車庫）

ガス漏れ検知器（ＬＰガス）ガス漏れ検知器（ＬＰガス）ガス漏れ検知器（ＬＰガス）ガス漏れ検知器（ＬＰガス）ガス漏れ検知器（ＬＰガス）ガス漏れ検知器（ＬＰガス）ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

　　　〃　　　（都市ガス）　　　〃　　　（都市ガス）　　　〃　　　（都市ガス）　　　〃　　　（都市ガス）　　　〃　　　（都市ガス）　　　〃　　　（都市ガス）　　　〃　　　（都市ガス）

床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端

地上～中心地上～中心地上～中心地上～中心地上～中心地上～中心地上～中心

床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端

測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点

床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

天井面～中心天井面～中心天井面～中心天井面～中心天井面～中心天井面～中心天井面～中心

600600600600600600600

300300300300300300300

500500500500500500500

800800800800800800800

900900900900900900900

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000

800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500

800800800800800800800

300300300300300300300

取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)取 付 高 (mm)

（天井高）x0.9（天井高）x0.9（天井高）x0.9（天井高）x0.9（天井高）x0.9（天井高）x0.9（天井高）x0.9

（天井面）-200（天井面）-200（天井面）-200（天井面）-200（天井面）-200（天井面）-200（天井面）-200

地上、床上～中心地上、床上～中心地上、床上～中心地上、床上～中心地上、床上～中心地上、床上～中心地上、床上～中心

コンクリート工事／骨材コンクリート工事／骨材コンクリート工事／骨材コンクリート工事／骨材コンクリート工事／骨材コンクリート工事／骨材コンクリート工事／骨材

配合したものを優先的に使用するものとする。配合したものを優先的に使用するものとする。配合したものを優先的に使用するものとする。配合したものを優先的に使用するものとする。配合したものを優先的に使用するものとする。配合したものを優先的に使用するものとする。配合したものを優先的に使用するものとする。

本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を30303030303030

機器取付高機器取付高機器取付高機器取付高機器取付高機器取付高機器取付高 壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。

ただし、監督職員の指示により変更することがある。（住宅は別途協議）ただし、監督職員の指示により変更することがある。（住宅は別途協議）ただし、監督職員の指示により変更することがある。（住宅は別途協議）ただし、監督職員の指示により変更することがある。（住宅は別途協議）ただし、監督職員の指示により変更することがある。（住宅は別途協議）ただし、監督職員の指示により変更することがある。（住宅は別途協議）ただし、監督職員の指示により変更することがある。（住宅は別途協議）

　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称　　　　　　名　　　称

備考　（天井高）x0.9は天井高が、2,500～3,000mmの場合に適用する。備考　（天井高）x0.9は天井高が、2,500～3,000mmの場合に適用する。備考　（天井高）x0.9は天井高が、2,500～3,000mmの場合に適用する。備考　（天井高）x0.9は天井高が、2,500～3,000mmの場合に適用する。備考　（天井高）x0.9は天井高が、2,500～3,000mmの場合に適用する。備考　（天井高）x0.9は天井高が、2,500～3,000mmの場合に適用する。備考　（天井高）x0.9は天井高が、2,500～3,000mmの場合に適用する。

工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物

建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物

構内に作ることが     ・ できる     ・ できない構内に作ることが     ・ できる     ・ できない構内に作ることが     ・ できる     ・ できない構内に作ることが     ・ できる     ・ できない構内に作ることが     ・ できる     ・ できない構内に作ることが     ・ できる     ・ できない構内に作ることが     ・ できる     ・ できない

次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。

　　　　（屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業）　　　　（屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業）　　　　（屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業）　　　　（屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業）　　　　（屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業）　　　　（屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業）　　　　（屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業）

アスファルトは原則として再生品を使用する。アスファルトは原則として再生品を使用する。アスファルトは原則として再生品を使用する。アスファルトは原則として再生品を使用する。アスファルトは原則として再生品を使用する。アスファルトは原則として再生品を使用する。アスファルトは原則として再生品を使用する。

3333333

4444444

5555555

自家用電気工作物保安管理業務委託先自家用電気工作物保安管理業務委託先自家用電気工作物保安管理業務委託先自家用電気工作物保安管理業務委託先自家用電気工作物保安管理業務委託先自家用電気工作物保安管理業務委託先自家用電気工作物保安管理業務委託先

床上～警報器上端床上～警報器上端床上～警報器上端床上～警報器上端床上～警報器上端床上～警報器上端床上～警報器上端

引込開閉器箱（低圧）引込開閉器箱（低圧）引込開閉器箱（低圧）引込開閉器箱（低圧）引込開閉器箱（低圧）引込開閉器箱（低圧）引込開閉器箱（低圧） 床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端床上～上端 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000

ｺﾝｾﾝﾄ（ガス漏れ検知器(LPガス)）ｺﾝｾﾝﾄ（ガス漏れ検知器(LPガス)）ｺﾝｾﾝﾄ（ガス漏れ検知器(LPガス)）ｺﾝｾﾝﾄ（ガス漏れ検知器(LPガス)）ｺﾝｾﾝﾄ（ガス漏れ検知器(LPガス)）ｺﾝｾﾝﾄ（ガス漏れ検知器(LPガス)）ｺﾝｾﾝﾄ（ガス漏れ検知器(LPガス)） 200200200200200200200床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

〃〃〃〃〃〃〃

耐耐耐耐耐耐耐 震震震震震震震 施施施施施施施 工工工工工工工

　１）設計用水平地震力　１）設計用水平地震力　１）設計用水平地震力　１）設計用水平地震力　１）設計用水平地震力　１）設計用水平地震力　１）設計用水平地震力

　　　機器の重量［Ｎ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度　　　機器の重量［Ｎ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度　　　機器の重量［Ｎ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度　　　機器の重量［Ｎ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度　　　機器の重量［Ｎ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度　　　機器の重量［Ｎ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度　　　機器の重量［Ｎ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度

　　　は、次による。　　　は、次による。　　　は、次による。　　　は、次による。　　　は、次による。　　　は、次による。　　　は、次による。

　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（独立行政法人　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（独立行政法人　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（独立行政法人　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（独立行政法人　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（独立行政法人　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（独立行政法人　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（独立行政法人

　建築研究所監修）による。　建築研究所監修）による。　建築研究所監修）による。　建築研究所監修）による。　建築研究所監修）による。　建築研究所監修）による。　建築研究所監修）による。

　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

【設計用標準水平震度】【設計用標準水平震度】【設計用標準水平震度】【設計用標準水平震度】【設計用標準水平震度】【設計用標準水平震度】【設計用標準水平震度】

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０ ２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

　・　特定の施設　・　特定の施設　・　特定の施設　・　特定の施設　・　特定の施設　・　特定の施設　・　特定の施設 　・　一般の施設　・　一般の施設　・　一般の施設　・　一般の施設　・　一般の施設　・　一般の施設　・　一般の施設

設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所 機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

０．４０．４０．４０．４０．４０．４０．４

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）

機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）

機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）水槽類（※１）

塔屋及び屋上塔屋及び屋上塔屋及び屋上塔屋及び屋上塔屋及び屋上塔屋及び屋上塔屋及び屋上

上　層　階上　層　階上　層　階上　層　階上　層　階上　層　階上　層　階

中　間　階中　間　階中　間　階中　間　階中　間　階中　間　階中　間　階

地下及び１階地下及び１階地下及び１階地下及び１階地下及び１階地下及び１階地下及び１階

機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器

29292929292929

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

　　　注：上層階の定義は次による。　　　注：上層階の定義は次による。　　　注：上層階の定義は次による。　　　注：上層階の定義は次による。　　　注：上層階の定義は次による。　　　注：上層階の定義は次による。　　　注：上層階の定義は次による。

　　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階　　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階　　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階　　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階　　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階　　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階　　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階

　　　　　１３階建以上の場合は上層４階　　　　　１３階建以上の場合は上層４階　　　　　１３階建以上の場合は上層４階　　　　　１３階建以上の場合は上層４階　　　　　１３階建以上の場合は上層４階　　　　　１３階建以上の場合は上層４階　　　　　１３階建以上の場合は上層４階

　　　　　　　　　（　・　中央監視制御装置　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（　・　中央監視制御装置　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（　・　中央監視制御装置　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（　・　中央監視制御装置　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（　・　中央監視制御装置　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（　・　中央監視制御装置　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（　・　中央監視制御装置　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）

　２）設計用鉛直地震力　２）設計用鉛直地震力　２）設計用鉛直地震力　２）設計用鉛直地震力　２）設計用鉛直地震力　２）設計用鉛直地震力　２）設計用鉛直地震力

　　　設計用水平地震力の２分の１とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計用水平地震力の２分の１とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計用水平地震力の２分の１とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計用水平地震力の２分の１とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計用水平地震力の２分の１とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計用水平地震力の２分の１とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計用水平地震力の２分の１とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　　　ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階２．０とする。　　　ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階２．０とする。　　　ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階２．０とする。　　　ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階２．０とする。　　　ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階２．０とする。　　　ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階２．０とする。　　　ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階２．０とする。

取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。

工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。

工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。

ステンレス製とする。（装柱金物は除く）ステンレス製とする。（装柱金物は除く）ステンレス製とする。（装柱金物は除く）ステンレス製とする。（装柱金物は除く）ステンレス製とする。（装柱金物は除く）ステンレス製とする。（装柱金物は除く）ステンレス製とする。（装柱金物は除く）

再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器

絶縁抵抗の測定絶縁抵抗の測定絶縁抵抗の測定絶縁抵抗の測定絶縁抵抗の測定絶縁抵抗の測定絶縁抵抗の測定

補修など補修など補修など補修など補修など補修など補修など

屋上・屋側の支持金物屋上・屋側の支持金物屋上・屋側の支持金物屋上・屋側の支持金物屋上・屋側の支持金物屋上・屋側の支持金物屋上・屋側の支持金物

結露防止結露防止結露防止結露防止結露防止結露防止結露防止

避雷設備用及び共同接地極の表示      黄銅板製避雷設備用及び共同接地極の表示      黄銅板製避雷設備用及び共同接地極の表示      黄銅板製避雷設備用及び共同接地極の表示      黄銅板製避雷設備用及び共同接地極の表示      黄銅板製避雷設備用及び共同接地極の表示      黄銅板製避雷設備用及び共同接地極の表示      黄銅板製埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示

上記以外の接地極及び地中配線の表示  100ﾛ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込ん上記以外の接地極及び地中配線の表示  100ﾛ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込ん上記以外の接地極及び地中配線の表示  100ﾛ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込ん上記以外の接地極及び地中配線の表示  100ﾛ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込ん上記以外の接地極及び地中配線の表示  100ﾛ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込ん上記以外の接地極及び地中配線の表示  100ﾛ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込ん上記以外の接地極及び地中配線の表示  100ﾛ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込ん

だものとする。ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。だものとする。ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。だものとする。ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。だものとする。ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。だものとする。ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。だものとする。ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。だものとする。ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。

Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種

共  同  接  地共  同  接  地共  同  接  地共  同  接  地共  同  接  地共  同  接  地共  同  接  地

接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類 記       号記       号記       号記       号記       号記       号記       号

ＥAＥDＥAＥDＥAＥDＥAＥDＥAＥDＥAＥDＥAＥD

ＥAＥAＥAＥAＥAＥAＥA 10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下

10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下

接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値 接     地     極接     地     極接     地     極接     地     極接     地     極接     地     極接     地     極

ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組

ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組

接地極接地極接地極接地極接地極接地極接地極

ｶﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ の用途別表示ｶﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ の用途別表示ｶﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ の用途別表示ｶﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ の用途別表示ｶﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ の用途別表示ｶﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ の用途別表示ｶﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ の用途別表示

フラッシュプレートの材質フラッシュプレートの材質フラッシュプレートの材質フラッシュプレートの材質フラッシュプレートの材質フラッシュプレートの材質フラッシュプレートの材質

呼び線呼び線呼び線呼び線呼び線呼び線呼び線

シール等を貼付する。シール等を貼付する。シール等を貼付する。シール等を貼付する。シール等を貼付する。シール等を貼付する。シール等を貼付する。

・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス

9999999

10101010101010

11111111111111

12121212121212

13131313131313

14141414141414

15151515151515

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

/Is/Is/Is/Is/Is/Is/Is150150150150150150150 ΩΩΩΩΩΩΩ

高 圧 避 雷 用高 圧 避 雷 用高 圧 避 雷 用高 圧 避 雷 用高 圧 避 雷 用高 圧 避 雷 用高 圧 避 雷 用

避    雷    用避    雷    用避    雷    用避    雷    用避    雷    用避    雷    用避    雷    用

Ｃ種Ｃ種Ｃ種Ｃ種Ｃ種Ｃ種Ｃ種

Ｄ種Ｄ種Ｄ種Ｄ種Ｄ種Ｄ種Ｄ種 ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

ＥCＥCＥCＥCＥCＥCＥC

ＥLＥLＥLＥLＥLＥLＥL

ＥLHＥLHＥLHＥLHＥLHＥLHＥLH 10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下

10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下

10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下 ＥＢ（10φ）x 1ＥＢ（10φ）x 1ＥＢ（10φ）x 1ＥＢ（10φ）x 1ＥＢ（10φ）x 1ＥＢ（10φ）x 1ＥＢ（10φ）x 1

ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組

ＥＰ x 1ＥＰ x 1ＥＰ x 1ＥＰ x 1ＥＰ x 1ＥＰ x 1ＥＰ x 1

ＥＢ（14φ）x3 連－2組ＥＢ（14φ）x3 連－2組ＥＢ（14φ）x3 連－2組ＥＢ（14φ）x3 連－2組ＥＢ（14φ）x3 連－2組ＥＢ（14φ）x3 連－2組ＥＢ（14φ）x3 連－2組

IsIsIsIsIsIsIs =1線地絡電流=1線地絡電流=1線地絡電流=1線地絡電流=1線地絡電流=1線地絡電流=1線地絡電流
Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種 ＥBＥBＥBＥBＥBＥBＥB ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組ＥＢ（14φ）x 3連－2組

下記による。下記による。下記による。下記による。下記による。下記による。下記による。

はつり・非破壊検査はつり・非破壊検査はつり・非破壊検査はつり・非破壊検査はつり・非破壊検査はつり・非破壊検査はつり・非破壊検査

内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。

受注者もしくは監督職員の立会により確認すること。受注者もしくは監督職員の立会により確認すること。受注者もしくは監督職員の立会により確認すること。受注者もしくは監督職員の立会により確認すること。受注者もしくは監督職員の立会により確認すること。受注者もしくは監督職員の立会により確認すること。受注者もしくは監督職員の立会により確認すること。

ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。照明器具の接地照明器具の接地照明器具の接地照明器具の接地照明器具の接地照明器具の接地照明器具の接地

照明器具用位置ボックス照明器具用位置ボックス照明器具用位置ボックス照明器具用位置ボックス照明器具用位置ボックス照明器具用位置ボックス照明器具用位置ボックス

分電盤分岐回路分電盤分岐回路分電盤分岐回路分電盤分岐回路分電盤分岐回路分電盤分岐回路分電盤分岐回路 分岐用配線用遮断機はJIS協約形２Ｐ５０ＡＦの１Ｐサイズとする。分岐用配線用遮断機はJIS協約形２Ｐ５０ＡＦの１Ｐサイズとする。分岐用配線用遮断機はJIS協約形２Ｐ５０ＡＦの１Ｐサイズとする。分岐用配線用遮断機はJIS協約形２Ｐ５０ＡＦの１Ｐサイズとする。分岐用配線用遮断機はJIS協約形２Ｐ５０ＡＦの１Ｐサイズとする。分岐用配線用遮断機はJIS協約形２Ｐ５０ＡＦの１Ｐサイズとする。分岐用配線用遮断機はJIS協約形２Ｐ５０ＡＦの１Ｐサイズとする。

設置した各部屋2箇所以上設置した各部屋2箇所以上設置した各部屋2箇所以上設置した各部屋2箇所以上設置した各部屋2箇所以上設置した各部屋2箇所以上設置した各部屋2箇所以上

ものは位置ボックスを設けなくてよい。ものは位置ボックスを設けなくてよい。ものは位置ボックスを設けなくてよい。ものは位置ボックスを設けなくてよい。ものは位置ボックスを設けなくてよい。ものは位置ボックスを設けなくてよい。ものは位置ボックスを設けなくてよい。

ケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となるケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となるケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となるケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となるケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となるケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となるケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となる

23232323232323

（室名）はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。（室名）はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。（室名）はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。（室名）はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。（室名）はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。（室名）はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。（室名）はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。

タンブラスイッチは大角型連用形とする。タンブラスイッチは大角型連用形とする。タンブラスイッチは大角型連用形とする。タンブラスイッチは大角型連用形とする。タンブラスイッチは大角型連用形とする。タンブラスイッチは大角型連用形とする。タンブラスイッチは大角型連用形とする。

壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。

単相200Ｖ、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。単相200Ｖ、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。単相200Ｖ、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。単相200Ｖ、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。単相200Ｖ、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。単相200Ｖ、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。単相200Ｖ、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の判断基準適合品グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の判断基準適合品グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の判断基準適合品グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の判断基準適合品グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の判断基準適合品グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の判断基準適合品グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の判断基準適合品

天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分

配線器具配線器具配線器具配線器具配線器具配線器具配線器具

とする。とする。とする。とする。とする。とする。とする。
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22222222222222
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地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。

テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備

構内埋設線路構内埋設線路構内埋設線路構内埋設線路構内埋設線路構内埋設線路構内埋設線路

電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要

・双方向型・双方向型・双方向型・双方向型・双方向型・双方向型・双方向型

埋設深さ   特記なきはＧＬ－ 600 以上とする。埋設深さ   特記なきはＧＬ－ 600 以上とする。埋設深さ   特記なきはＧＬ－ 600 以上とする。埋設深さ   特記なきはＧＬ－ 600 以上とする。埋設深さ   特記なきはＧＬ－ 600 以上とする。埋設深さ   特記なきはＧＬ－ 600 以上とする。埋設深さ   特記なきはＧＬ－ 600 以上とする。

27272727272727

28282828282828

分岐器、分配器、直列ユニットはＢＳ・ＣＳ共用形(ＢＬ品)とする。分岐器、分配器、直列ユニットはＢＳ・ＣＳ共用形(ＢＬ品)とする。分岐器、分配器、直列ユニットはＢＳ・ＣＳ共用形(ＢＬ品)とする。分岐器、分配器、直列ユニットはＢＳ・ＣＳ共用形(ＢＬ品)とする。分岐器、分配器、直列ユニットはＢＳ・ＣＳ共用形(ＢＬ品)とする。分岐器、分配器、直列ユニットはＢＳ・ＣＳ共用形(ＢＬ品)とする。分岐器、分配器、直列ユニットはＢＳ・ＣＳ共用形(ＢＬ品)とする。

非常用照明器具の照度測定非常用照明器具の照度測定非常用照明器具の照度測定非常用照明器具の照度測定非常用照明器具の照度測定非常用照明器具の照度測定非常用照明器具の照度測定

LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具

ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。

既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。

はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所

を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注

者もしくは建築監督職員による確認後、施工すること。なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがあ者もしくは建築監督職員による確認後、施工すること。なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがあ者もしくは建築監督職員による確認後、施工すること。なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがあ者もしくは建築監督職員による確認後、施工すること。なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがあ者もしくは建築監督職員による確認後、施工すること。なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがあ者もしくは建築監督職員による確認後、施工すること。なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがあ者もしくは建築監督職員による確認後、施工すること。なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがあ

る場合は、事前に監督職員と協議すること。コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務る場合は、事前に監督職員と協議すること。コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務る場合は、事前に監督職員と協議すること。コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務る場合は、事前に監督職員と協議すること。コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務る場合は、事前に監督職員と協議すること。コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務る場合は、事前に監督職員と協議すること。コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務る場合は、事前に監督職員と協議すること。コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務

地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。

長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

EMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものEMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものEMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものEMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものEMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものEMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものEMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたもの

とする。とする。とする。とする。とする。とする。とする。

耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。

電線類電線類電線類電線類電線類電線類電線類8888888

埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強

　　　　　　　　　　補　　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補　　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補　　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補　　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補　　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補　　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補　　強　 　※別途工事　・ 本工事

軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強

他工事との取り合い他工事との取り合い他工事との取り合い他工事との取り合い他工事との取り合い他工事との取り合い他工事との取り合い はり貫通部のスリーブ及び補強はり貫通部のスリーブ及び補強はり貫通部のスリーブ及び補強はり貫通部のスリーブ及び補強はり貫通部のスリーブ及び補強はり貫通部のスリーブ及び補強はり貫通部のスリーブ及び補強　　　　　　　　　　スリーブ　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　スリーブ　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　スリーブ　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　スリーブ　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　スリーブ　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　スリーブ　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　スリーブ　 　※本工事    ・ 別途工事

　　　　　　　　　　補  　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補  　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補  　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補  　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補  　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補  　強　 　※別途工事　・ 本工事　　　　　　　　　　補  　強　 　※別途工事　・ 本工事

7777777

自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ

天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強

照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート

屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む)屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む)屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む)屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む)屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む)屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む)屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途工事 　・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途工事 　・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途工事 　・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途工事 　・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途工事 　・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途工事 　・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途工事 　・ 本工事

屋外の受変電設備基礎　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事屋外の受変電設備基礎　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事屋外の受変電設備基礎　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事屋外の受変電設備基礎　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事屋外の受変電設備基礎　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事屋外の受変電設備基礎　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事屋外の受変電設備基礎　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事

電話保安器用接地　　　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事電話保安器用接地　　　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事電話保安器用接地　　　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事電話保安器用接地　　　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事電話保安器用接地　　　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事電話保安器用接地　　　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事電話保安器用接地　　　　　　　　　 ※本工事　 ・ 別途工事

図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。

産業廃棄物の処理について産業廃棄物の処理について産業廃棄物の処理について産業廃棄物の処理について産業廃棄物の処理について産業廃棄物の処理について産業廃棄物の処理について6666666 高知県土木部建築課　特記仕様書（共通編）「産業廃棄物の処理について」によること。高知県土木部建築課　特記仕様書（共通編）「産業廃棄物の処理について」によること。高知県土木部建築課　特記仕様書（共通編）「産業廃棄物の処理について」によること。高知県土木部建築課　特記仕様書（共通編）「産業廃棄物の処理について」によること。高知県土木部建築課　特記仕様書（共通編）「産業廃棄物の処理について」によること。高知県土木部建築課　特記仕様書（共通編）「産業廃棄物の処理について」によること。高知県土木部建築課　特記仕様書（共通編）「産業廃棄物の処理について」によること。

                               　※別途工事  ・ 本工事                               　※別途工事  ・ 本工事                               　※別途工事  ・ 本工事                               　※別途工事  ・ 本工事                               　※別途工事  ・ 本工事                               　※別途工事  ・ 本工事                               　※別途工事  ・ 本工事

　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途工事(墨出しは本工事)　 ・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途工事(墨出しは本工事)　 ・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途工事(墨出しは本工事)　 ・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途工事(墨出しは本工事)　 ・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途工事(墨出しは本工事)　 ・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途工事(墨出しは本工事)　 ・ 本工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途工事(墨出しは本工事)　 ・ 本工事

　　　　　　　　　　　　　　　 　※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　 　※本工事　　・ 別途工事

　　　　　　　　　　仮　　枠　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　仮　　枠　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　仮　　枠　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　仮　　枠　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　仮　　枠　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　仮　　枠　 　※本工事    ・ 別途工事　　　　　　　　　　仮　　枠　 　※本工事    ・ 別途工事

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　　 ※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　　 ※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　　 ※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　　 ※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　　 ※本工事　　・ 別途工事　　　　　　　　　　　　　　　　 ※本工事　　・ 別途工事

動力機器（電動機など）への接続　 　※本工事　 ・ 別途工事動力機器（電動機など）への接続　 　※本工事　 ・ 別途工事動力機器（電動機など）への接続　 　※本工事　 ・ 別途工事動力機器（電動機など）への接続　 　※本工事　 ・ 別途工事動力機器（電動機など）への接続　 　※本工事　 ・ 別途工事動力機器（電動機など）への接続　 　※本工事　 ・ 別途工事動力機器（電動機など）への接続　 　※本工事　 ・ 別途工事

建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理

その他その他その他その他その他その他その他 搬出先は上記を予定している。搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。搬出先は上記を予定している。搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。搬出先は上記を予定している。搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。搬出先は上記を予定している。搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。搬出先は上記を予定している。搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。搬出先は上記を予定している。搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。搬出先は上記を予定している。搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

・構内指定場所に敷き均し       ・ 構内指定場所に堆積・構内指定場所に敷き均し       ・ 構内指定場所に堆積・構内指定場所に敷き均し       ・ 構内指定場所に堆積・構内指定場所に敷き均し       ・ 構内指定場所に堆積・構内指定場所に敷き均し       ・ 構内指定場所に堆積・構内指定場所に敷き均し       ・ 構内指定場所に堆積・構内指定場所に敷き均し       ・ 構内指定場所に堆積

　搬出先の名称（　　　　　　　　　　　　）　搬出先の名称（　　　　　　　　　　　　）　搬出先の名称（　　　　　　　　　　　　）　搬出先の名称（　　　　　　　　　　　　）　搬出先の名称（　　　　　　　　　　　　）　搬出先の名称（　　　　　　　　　　　　）　搬出先の名称（　　　　　　　　　　　　）

　所在地　　　（　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（　　　　）km　所在地　　　（　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（　　　　）km　所在地　　　（　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（　　　　）km　所在地　　　（　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（　　　　）km　所在地　　　（　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（　　　　）km　所在地　　　（　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（　　　　）km　所在地　　　（　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（　　　　）km

※構外搬出※構外搬出※構外搬出※構外搬出※構外搬出※構外搬出※構外搬出

工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。

※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出

区分区分区分区分区分区分区分

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真

提出形式提出形式提出形式提出形式提出形式提出形式提出形式

画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)

備考備考備考備考備考備考備考

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真 画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)画像データ(JPEG形式)

下記のものを監督職員に提出する。下記のものを監督職員に提出する。下記のものを監督職員に提出する。下記のものを監督職員に提出する。下記のものを監督職員に提出する。下記のものを監督職員に提出する。下記のものを監督職員に提出する。

※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出※上記両方を提出

工事・完成写真工事・完成写真工事・完成写真工事・完成写真工事・完成写真工事・完成写真工事・完成写真

Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷

Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷Ａ４版カラー印刷

Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。

Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。Ａ４版カラー印刷には、写真内容説明を記入。

外観1枚を含む内外6枚程度。外観1枚を含む内外6枚程度。外観1枚を含む内外6枚程度。外観1枚を含む内外6枚程度。外観1枚を含む内外6枚程度。外観1枚を含む内外6枚程度。外観1枚を含む内外6枚程度。

完成検査時に提出。完成検査時に提出。完成検査時に提出。完成検査時に提出。完成検査時に提出。完成検査時に提出。完成検査時に提出。

32323232323232 写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成28年写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成28年写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成28年写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成28年写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成28年写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成28年写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成28年

版による　工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成30年版」による。版による　工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成30年版」による。版による　工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成30年版」による。版による　工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成30年版」による。版による　工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成30年版」による。版による　工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成30年版」による。版による　工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成30年版」による。

ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。ハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホール31313131313131

ＣＡＤデータ　ＣＤ－Ｒ 　　　　　　　　　　　　　※要     ・ 不要ＣＡＤデータ　ＣＤ－Ｒ 　　　　　　　　　　　　　※要     ・ 不要ＣＡＤデータ　ＣＤ－Ｒ 　　　　　　　　　　　　　※要     ・ 不要ＣＡＤデータ　ＣＤ－Ｒ 　　　　　　　　　　　　　※要     ・ 不要ＣＡＤデータ　ＣＤ－Ｒ 　　　　　　　　　　　　　※要     ・ 不要ＣＡＤデータ　ＣＤ－Ｒ 　　　　　　　　　　　　　※要     ・ 不要ＣＡＤデータ　ＣＤ－Ｒ 　　　　　　　　　　　　　※要     ・ 不要

Ａ３版　２ツ折り製本　２部    　　　　　　　　 　※要     ・ 不要Ａ３版　２ツ折り製本　２部    　　　　　　　　 　※要     ・ 不要Ａ３版　２ツ折り製本　２部    　　　　　　　　 　※要     ・ 不要Ａ３版　２ツ折り製本　２部    　　　　　　　　 　※要     ・ 不要Ａ３版　２ツ折り製本　２部    　　　　　　　　 　※要     ・ 不要Ａ３版　２ツ折り製本　２部    　　　　　　　　 　※要     ・ 不要Ａ３版　２ツ折り製本　２部    　　　　　　　　 　※要     ・ 不要

Ａ４版　２ツ折り製本　１部　　 　　　　　　　　　※要     ・ 不要Ａ４版　２ツ折り製本　１部　　 　　　　　　　　　※要     ・ 不要Ａ４版　２ツ折り製本　１部　　 　　　　　　　　　※要     ・ 不要Ａ４版　２ツ折り製本　１部　　 　　　　　　　　　※要     ・ 不要Ａ４版　２ツ折り製本　１部　　 　　　　　　　　　※要     ・ 不要Ａ４版　２ツ折り製本　１部　　 　　　　　　　　　※要     ・ 不要Ａ４版　２ツ折り製本　１部　　 　　　　　　　　　※要     ・ 不要

共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。工事完成図工事完成図工事完成図工事完成図工事完成図工事完成図工事完成図33333333333333

34343434343434 石綿含有建材の調査石綿含有建材の調査石綿含有建材の調査石綿含有建材の調査石綿含有建材の調査石綿含有建材の調査石綿含有建材の調査 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

35353535353535

36363636363636

事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を

行うか監督職員と協議を行う。行うか監督職員と協議を行う。行うか監督職員と協議を行う。行うか監督職員と協議を行う。行うか監督職員と協議を行う。行うか監督職員と協議を行う。行うか監督職員と協議を行う。

石綿含有建材の設計時調査（情報提供）　　・　有　　・　無石綿含有建材の設計時調査（情報提供）　　・　有　　・　無石綿含有建材の設計時調査（情報提供）　　・　有　　・　無石綿含有建材の設計時調査（情報提供）　　・　有　　・　無石綿含有建材の設計時調査（情報提供）　　・　有　　・　無石綿含有建材の設計時調査（情報提供）　　・　有　　・　無石綿含有建材の設計時調査（情報提供）　　・　有　　・　無

　　　【備考】（※１）水槽類には燃料小出タンクを含む。　　　【備考】（※１）水槽類には燃料小出タンクを含む。　　　【備考】（※１）水槽類には燃料小出タンクを含む。　　　【備考】（※１）水槽類には燃料小出タンクを含む。　　　【備考】（※１）水槽類には燃料小出タンクを含む。　　　【備考】（※１）水槽類には燃料小出タンクを含む。　　　【備考】（※１）水槽類には燃料小出タンクを含む。

　　　　　重要機器（　・　自立配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　・　直流電源装置　　　）　　　　　重要機器（　・　自立配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　・　直流電源装置　　　）　　　　　重要機器（　・　自立配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　・　直流電源装置　　　）　　　　　重要機器（　・　自立配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　・　直流電源装置　　　）　　　　　重要機器（　・　自立配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　・　直流電源装置　　　）　　　　　重要機器（　・　自立配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　・　直流電源装置　　　）　　　　　重要機器（　・　自立配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　・　直流電源装置　　　）

　　　　　　　　　（　・　交流無停電電源装置　　・　交換装置　　　　　　　・　自動火災報知受信機）　　　　　　　　　（　・　交流無停電電源装置　　・　交換装置　　　　　　　・　自動火災報知受信機）　　　　　　　　　（　・　交流無停電電源装置　　・　交換装置　　　　　　　・　自動火災報知受信機）　　　　　　　　　（　・　交流無停電電源装置　　・　交換装置　　　　　　　・　自動火災報知受信機）　　　　　　　　　（　・　交流無停電電源装置　　・　交換装置　　　　　　　・　自動火災報知受信機）　　　　　　　　　（　・　交流無停電電源装置　　・　交換装置　　　　　　　・　自動火災報知受信機）　　　　　　　　　（　・　交流無停電電源装置　　・　交換装置　　　　　　　・　自動火災報知受信機）

建建建建建建建

階建階建階建階建階建階建階建

階建階建階建階建階建階建階建

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

階建階建階建階建階建階建階建

階建階建階建階建階建階建階建

階建階建階建階建階建階建階建

物産施設物産施設物産施設物産施設物産施設物産施設物産施設 Ｗ造Ｗ造Ｗ造Ｗ造Ｗ造Ｗ造Ｗ造 平屋平屋平屋平屋平屋平屋平屋

高知県吾川郡いの町柳瀬本村５５１番地高知県吾川郡いの町柳瀬本村５５１番地高知県吾川郡いの町柳瀬本村５５１番地高知県吾川郡いの町柳瀬本村５５１番地高知県吾川郡いの町柳瀬本村５５１番地高知県吾川郡いの町柳瀬本村５５１番地高知県吾川郡いの町柳瀬本村５５１番地

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

A2 N：SA2 N：SA2 N：SA2 N：SA2 N：SA2 N：SA2 N：S特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書

３１６．８３１６．８３１６．８３１６．８３１６．８３１６．８３１６．８

令和７年度　柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設ＬＥＤ改修工事令和７年度　柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設ＬＥＤ改修工事令和７年度　柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設ＬＥＤ改修工事令和７年度　柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設ＬＥＤ改修工事令和７年度　柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設ＬＥＤ改修工事令和７年度　柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設ＬＥＤ改修工事令和７年度　柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設ＬＥＤ改修工事

Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－ 01010 10 10 10 10 1

工 事 種 目工 事  種 目工 事  種 目工 事  種 目工 事  種 目工 事  種 目工 事  種 目

建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外

３．　工事種目３．　工事種目３．　工事種目３．　工事種目３．　工事種目３．　工事種目３．　工事種目

電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備

幹線設備幹線設備幹線設備幹線設備幹線設備幹線設備幹線設備

受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備

自家発電設備自家発電設備自家発電設備自家発電設備自家発電設備自家発電設備自家発電設備

電話・情報配管設備電話・情報配管設備電話・情報配管設備電話・情報配管設備電話・情報配管設備電話・情報配管設備電話・情報配管設備

インターホン設備インターホン設備インターホン設備インターホン設備インターホン設備インターホン設備インターホン設備

トイレ緊急呼出設備トイレ緊急呼出設備トイレ緊急呼出設備トイレ緊急呼出設備トイレ緊急呼出設備トイレ緊急呼出設備トイレ緊急呼出設備

音響設備音響設備音響設備音響設備音響設備音響設備音響設備

ＴＶ共聴設備ＴＶ共聴設備ＴＶ共聴設備ＴＶ共聴設備ＴＶ共聴設備ＴＶ共聴設備ＴＶ共聴設備

情報配管設備情報配管設備情報配管設備情報配管設備情報配管設備情報配管設備情報配管設備

住宅火災警報器設備住宅火災警報器設備住宅火災警報器設備住宅火災警報器設備住宅火災警報器設備住宅火災警報器設備住宅火災警報器設備

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内

構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路

Ⅱ　工　事　仕　様Ⅱ　工　事　仕　様Ⅱ　工　事　仕　様Ⅱ　工　事　仕　様Ⅱ　工　事　仕　様Ⅱ　工　事　仕　様Ⅱ　工　事　仕　様

1.　共　通　仕　様1.　共　通　仕　様1.　共　通　仕　様1.　共　通　仕　様1.　共　通　仕　様1.　共　通　仕　様1.　共　通　仕　様

印を適用する。印を適用する。印を適用する。印を適用する。印を適用する。印を適用する。印を適用する。

2.　特　記　仕　様2.　特　記　仕　様2.　特　記　仕　様2.　特　記　仕　様2.　特　記　仕　様2.　特　記　仕　様2.　特　記　仕　様

1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

2）特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。ただし、○印のない場合は※2）特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。ただし、○印のない場合は※2）特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。ただし、○印のない場合は※2）特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。ただし、○印のない場合は※2）特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。ただし、○印のない場合は※2）特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。ただし、○印のない場合は※2）特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。ただし、○印のない場合は※

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工

事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準

仕様書（電気設備工事編）令和４年版）及び電気設備工事標準図（令和４年版）による。仕様書（電気設備工事編）令和４年版）及び電気設備工事標準図（令和４年版）による。仕様書（電気設備工事編）令和４年版）及び電気設備工事標準図（令和４年版）による。仕様書（電気設備工事編）令和４年版）及び電気設備工事標準図（令和４年版）による。仕様書（電気設備工事編）令和４年版）及び電気設備工事標準図（令和４年版）による。仕様書（電気設備工事編）令和４年版）及び電気設備工事標準図（令和４年版）による。仕様書（電気設備工事編）令和４年版）及び電気設備工事標準図（令和４年版）による。

Ⅲ　その他Ⅲ　その他Ⅲ　その他Ⅲ　その他Ⅲ　その他Ⅲ　その他Ⅲ　その他

１．契約に係る繰越明許費について、いの町議会(令和8年3月定例会)の繰越承認が得られない場合は、１．契約に係る繰越明許費について、いの町議会(令和8年3月定例会)の繰越承認が得られない場合は、１．契約に係る繰越明許費について、いの町議会(令和8年3月定例会)の繰越承認が得られない場合は、１．契約に係る繰越明許費について、いの町議会(令和8年3月定例会)の繰越承認が得られない場合は、１．契約に係る繰越明許費について、いの町議会(令和8年3月定例会)の繰越承認が得られない場合は、１．契約に係る繰越明許費について、いの町議会(令和8年3月定例会)の繰越承認が得られない場合は、１．契約に係る繰越明許費について、いの町議会(令和8年3月定例会)の繰越承認が得られない場合は、

　　令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。　　令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。　　令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。　　令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。　　令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。　　令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。　　令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。



SCALE 一級建築 士事務 所 高知 県知事 登 録 第 19号 DATE . . DATE . .

株 式 会 社 上 田 建 築 事 務 所

SUBJECT 設計図 CHECKED BY DRAWN BY SHEET NO.

機 材 指 定 表

A 2 N： S

SUBM ITTED BY 一級建築士登録 第312929号 上田 博史

山田照明（株）

パナソニ ック（ 株）

機 材 名 機 材 名 機 材 名 メーカー名 機 材 名 メーカー名 機 材 名 メーカー名

Ｊ ＩＳマ ーク表示 品

耐火・ 耐熱ケ ーブル

電線管 類・同 付属品

電 線 類 等 国 土交通 省大臣 官房官 庁

JIS C 820 1-1,J IS C 8201 -4-1 に

適合す るもの

ＪＩＳ マーク 表示品

低 圧進相 コンデ ンサ

JIS C 49 0 1 に適合するもの

ＪＩ Ｓマー ク表示品

JI SC 1 1 0 2（指示電気計器）

指 示電気 計器
Ｊ ＩＳマ ーク表 示品

防災電 源用直 流電源 装置 蓄電 池設備 認定委 員会の

認定 証票が 貼付さ れたもの

委 員会の 自主評定 マーク が

配線 器具類 Ｊ ＩＳマ ーク表 示品

ＪＩＳ マーク 表示品

非常用 照明器具 （ 社）日本 照明器 具工業 会

の ＪＩＬ 適合マ ークが貼 付

された もの

誘 導灯器 具 誘導灯 認定委 員会の認 定

証票が貼 付され たもの

自家発 電装置

付 属する 配電盤を ふくむ

日本内 燃力発 電設備 協会

の認定 証票が 貼付さ れた

も の

連動機 構・装 置等自 主評定

貼付さ れたも の

自動 閉鎖装置

非常警報 装置（ 非常ベ ル） 日本 消防検 定協会 の認定

証票 が貼付さ れたも の

Ｊ ＥＡ蓄 電池設備 認定委 員

会 の認定 証票が 貼付さ れた

も の

非 常放送装 置の蓄 電池

審査 協会の 認定品

（財） 電気通 信端末 機器構内交 換装置

合格 証票が 貼付さ れたも の

日本 消防検 定協会 の検定自動火 災報知 装置

漏電 遮断機

電 磁接触 器

配 線用遮 断機

ﾍﾞ ﾝ ﾄ形据置鉛蓄電池

制 御弁式 据置鉛 蓄電池

据置ﾆｯｹﾙ・ｶﾄﾞﾐｳ ﾑｱ ﾙ ｶ ﾘ蓄電池

指 定 品 指 定 品

ｷ ｭ ｰ ﾋ ﾞ ｸ ﾙ式配電盤

分電盤･制御盤

（株 ）イト ウテッ ク

共 栄 電 機 工 業（株）

光 電 設 （株）JIS C 82 0 1 - 2 - 1 に適合するもの

JIS C 82 0 1 - 2 - 2 に適合するもの

営繕部監 修の公 共工事 標準

仕様書（ 電気設 備工事 編）

蓄 電池

盤類 (公共建築工事 標準仕様）

耐 火・耐 熱電線 認定機 関

の 認定ま たは評 価され た

旨 の表示 をしたも の

監視 カメラ 装置

太陽光発 電装置

交流無停電電源装置（U P S）

㈱JVCｹﾝ ｳ ｯﾄ ﾞ ･公共産業ｼｽﾃﾑ

ＴＯＡ (株 )

LE D照明器具

照明制 御装置

可変速 電動機用 インバ ーター 装置

高 圧進相 コンデ ンサ

ニ チ コ ン （株）

日 新 電 機 （株）

（株 ）指月 電機製作 所

（株）ダ イ ヘ ン

高 圧用変圧 器 愛知電 機（株 ）

四 変 テ ッ ク（株）

利 昌 工 業（株）

三 菱 電 機 （株）

※ １※ １ モ ールド コンデ ンサに 限る

高圧交 流遮断機 （真空 ）

（株） 日立産 機シス テム

高圧 限流ヒ ューズ

高圧負 荷開閉 器

（株 )新愛知電機製作所

※２ モー ルド変 圧器に 限る

富士電機機器制御 (株）

三菱電機照明 (株）

富士電機機器制御 (株 ）

富士電 機（株 ）

（株）明 電 舎

三 菱 電 機 （株）

(株 )日立産機システム

三菱電機 (株 )

エナジーサポート (株 )

大 垣電機 （株）

タカオ カ化成 工業（ 株）※ ２

日 新 電 機 （株）

(株 )日立産機システム

三 菱 電 機 （株）

（株）明 電 舎

富士電機 (株）

（株）東 光 高 岳

利 昌 工 業（株） ※ ２

（株 ）安川 電機

（株） 日立産 機シス テム

三 菱 電 機 （株）

富士電機(株）

エナジーサポート (株 )

(株 )宇都宮電機製作所

東芝ｲﾝﾌﾗｼｽ ﾃ ﾑ ｽ ﾞ（株）

東芝ｲﾝﾌﾗｼｽﾃ ﾑ ｽ ﾞ(株)

東芝ｲﾝﾌﾗｼ ｽ ﾃ ﾑ ｽ ﾞ（株）

東芝ｲﾝﾌﾗｼｽ ﾃ ﾑ ｽ ﾞ（株）

築 材料・設 備機材 等品質 性

能 評価事 業 設 備機材 等評

価 名簿」に 掲載さ れたも の

（株） 戸上電 機製作 所

日本高圧電気 (株 )

三 菱 電 機 （株）

（株 ）日立 産機シ ステム

富士 電機機 器制御 （株）

山洋電 気（株）

（株）GSユアサ

東芝ｲﾝﾌﾗｼｽ ﾃ ﾑ ｽ ﾞ（株）

パナ ソニッ ク（株）

東芝ライテック (株）

（株）G Sユアサ

エ ナジー ウィズ 株式会 社

エナ ジーウ ィズ株 式会社

岩 崎 電 気 （株）

(株）遠藤照明

コイズミ照明株式会社 古河電池 (株 )

アイリスオーヤマ（株）

（株）YAMAGIWA

東芝ライテック（株）

パナソニック（株）

三菱電機照明（株）

日 新 電 機 （株）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｺﾈ ｸ ﾄ（株）

上記の 他、令 和５年 版「建

山洋電 気（株）

（株）GSユアサ

（株）GSﾕｱｻｲ ﾝﾌ ﾗ ｼｽ ﾃ ﾑｽ ﾞ

（ 株）明 電舎

三菱電 機（株）

富士電 機（株）

東芝ｲﾝﾌﾗｼｽ ﾃ ﾑ ｽ ﾞ（株）

古河電 池（株）

Ｊ ＩＳマ ーク表示 品
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A
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C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 2,500 5,500

3
,
0
0
0

1
,
8
0
0

2
,
7
0
0

1
,
3
0
0

直売所レジ･事務所

通路

食材供給施設

ロビー

農林水産物直売施設

女子トイレ

男子トイレ多目的トイレ

トイレ通路

食材倉庫

通路

和室 和室

厨房

スロープ

パントリー

電灯設備図(改修前)

改修前

Ｈ

既 設 照 明 器 具 リ ス ト

記 号 ラ ン プ 台 数器 具 仕 様

Ａ ト ラ フ 型 電 球 色

Ｂ

３ ２

１１

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

ＩＬ６０Ｗ－１

ＪＥ１３Ｗ－１Ｉ

Ｊ

ＦＬ４０Ｗ－１

ト ラ フ 昼 白 色

直 付 蛍 光 灯

ＩＬ５０Ｗ－１ ス ポ ッ ト ラ イ ト

ブ ラ ケ ッ ト

ダ ウ ン ラ イ ト φ 2 0 0

埋 込 非 常 照 明 φ 1 5 0

ＦＬ４０Ｗ－１

８

２ ６

４

５

１

１

×印は撤去(既存機器撤去、既存配線・既存配管は残置とする)

ＦＬ４０Ｗ－１

ＦＬ４０Ｗ－１

ＩＬ１００Ｗ－１

ブ ラ ケ ッ ト Ｗ Ｐ

ＪＥ１３Ｗ－１ 埋 込 非 常 照 明 φ 1 5 0

２

Ｋ

Ｌ

ＦＬ２０Ｗ－１ 避 難 口 誘 導 灯 Ｂ 級 片 面 ２

ＦＬ２０Ｗ－１ 避 難 口 誘 導 灯 Ｂ 級 両 面 １
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N： S照明器具参考姿図(改修後)

Ａ ＬＥＤベースライト直付型４０形 Ｗ８０

パナソニック 直付ＸＦＸ４３０ＮＥＮＬＥ９

Ｂ ＬＥＤベースライト直付型４０形 Ｗ２３０

パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＥ９

Ｃ ＬＥＤベースライト直付型４０形 Ｗ１５０

パナソニック 直付ＸＦＸ４３０ＡＥＮＬＥ９

Ｄ ＬＥＤベースライト直付型４０形 防湿型・防雨型

パナソニック 直付ＸＬＷ４３２ＮＥＮＺＬＥ９

Ｆ

パナソニック スポットライトＸＡＳ３０３２ＬＣＥ１

Ｇ ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ５１７０９ＹＣＦ１

Ｈ

パナソニック ＮＮＦＢ９３６３５Ｃ

Ｉ

パナソニック ＮＮＦＢ９１６１５Ｃ

Ｊ ＬＥＤ Ｂ級・ＢＬ形 避難口誘導灯片面型

パナソニック ＦＡ２０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００

Ｋ ＬＥＤ Ｂ級・ＢＬ形 避難口誘導灯両面型

パナソニック ＦＡ２０３２２ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３０８×２

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤフラットランプφ７０ クラス７００ １灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９０
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ
セード：プラスチック（ホワイト）
可動範囲上下９２度、回転方向３６０度

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９１０ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式
プラスチック（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｂ級・ＢＬ形 片面型
壁・天井直付型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｂ級・ＢＬ形 両面型
壁・天井直付型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＭ２２１－３６２０

φ２００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

φ１５０低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付 リニューアル用ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付 リニューアル用

ＬＥＤスポットライト １００形ダイクール電球１灯器具相当

2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4

11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8

8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

2.1m器具取付高さ

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

器具取付高さ

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

Ｅ ＬＥＤダウンライト １５０形

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０
反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
器具光束：１５９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

パナソニック ＸＮＤ１５６９ＳＬＬＥ９+ＮＮＮ８０００６Ｋ

＋アクリルコーティング

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

0 4

照明器具参考姿図
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電灯設備図(改修前)

改修後
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